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教材のクオリティや学習方法、金額…など、決める際のポイントは様々あると思います。

今回は、合格者を増やすために最も大切な「教材のクオリティ」について、
見るべきポイントを説明いたします。

忙しくて
学習時間が
あまり取れない

学習法は
どうすれば

短期間の学習で
確実に合格を
目指したい

どの教材が
いいのか

わからない…
社員教育として資格を取らせたいものの、いくつも会社があり、

どこが良いのかわからない！ という経験はありませんか？

資格講座の「 業者選定 」

できるだけ
お金を

かけたくない
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資格試験に合格するためには、テキスト、問題集、講義が優れたものであることが欠かせません。
それぞれ優れたものであるかどうかを判断するポイントは、下記のとおりです。

上記を選ぶ際のポイントをご紹介いたします。

「 優れた教材」の判断基準とは？

合格に必要な知識を、早く、
深く、正確にインプットする
ために大切です。学習する
上で、ただ暗記するよりも、
学習内容をイメージし、暗
記することが重要です。

合格に必要な知識を、早く、
深く、正確にインプットする
ために大切です。学習する
上で、ただ暗記するよりも、
学習内容をイメージし、暗
記することが重要です。

テキスト
テストで得た知識を、問題
集を通してアウトプットしま
す。どこまで理解できてい
るか、解くためにかかった
時間など、本試験を意識す
ることが重要です。

テストで得た知識を、問題
集を通してアウトプットしま
す。どこまで理解できてい
るか、解くためにかかった
時間など、本試験を意識す
ることが重要です。

問題集 講 義
テキストの内容を聴覚でイン
プットすることで、早く、深く、
正確に理解することができ
ます。そのため、テキスト
の内容に準ずるものである
ことが重要です。

テキストの内容を聴覚でイン
プットすることで、早く、深く、
正確に理解することができ
ます。そのため、テキスト
の内容に準ずるものである
ことが重要です。
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届出先 届出期間

事務所（固定的） 免許権者 設置後30日以内

案内所等（流動的） 免許権者および案内所等の
所在地の知事

業務開始の10日前まで

❶ 10区画未満もしくは10戸未満の場合は届出不要なので注意しましょう。
❷ 本試験において「宅地建物取引業法第50条第2項の規定に関する届出」とあった
ら、案内所の届出と理解しましょう！

事務所と案内所等の比較 ★★★★★ check █ ████

届出先 原則として、免許権者および案内所等の所在地の都道府県知事双方
に直接届け出ます。但し、大臣免許の場合、案内所所在地の知事を
経由して大臣に届け出ます。

届出期間 業務開始の10日前まで　×分譲開始の前日　×30日

届出事項 ❶ 所在地　❷ 業務内容　❸ 業務期間　❹ 専任の宅建取引士の氏名

10区画・10戸・10日前覚えよう ! ◤

どんな場所か　◣

相手方

売主=業者

代理・
媒介業者

案内所の届出義務あり

案内所等の届出先　◣
❶ 大臣免許を受けた業者が、  
甲県に案内所を設置

甲県知事と甲県知事
経由で大臣へ届出

❷ 甲県知事免許を受けた業者
が、乙県に案内所を設置

乙県知事と
甲県知事へ届出

❸ 甲県知事免許を受けた業者
が、甲県に案内所を設置

甲県知事へ届出

どんな場所か？ P19参照

届出が必要な場合 事務所の新設・移転の場合
比較 開業する際の事務所は免許申請書で届け出ます。

届出先 免許権者（国土交通大臣または都道府県知事）

届出期間 設置後30日以内

届出事項 ❶ 事務所の名称　❷ 所在地

事務所 ★★★★★ check █ ████

◤◢ 趣 旨
実際に行う活動の拠点となる事務所等がどこにあるのかわからないと十分に業者を監督
することができません。そこで、業務を行う場所の届出を義務づけました。

どんな場所か？ 契約の締結または、契約の申込の受付を予定する下記の場所
A 事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所

例 現地出張所

B 一団の宅地建物の分譲を行う際の案内所
例 自社物件の現地案内所

 なお、一団の宅地建物とは、10区画以上の宅地または10戸以
上の建物をいいます。

C 一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う際の案内所
例 他社物件の現地案内所
※この場合代理・媒介業者が届出を行うのであり、自ら売主となる業者が
行うのではありません。

D 業務に関する展示会その他の催しを実施する場所

届出が必要な場合 上記場所で業務を行う場合

案内所等 ★★★★★ check █ ████

 1 開業場所を決定します─ 業務を行う場所の届出（50②）

28 29

date.1 / date.2 / date.3 / date.4 / date.5 /

2
業
務
に
対
す
る
規
制

2-3 開業するための
準備をしましょう

テキスト編

説明が文章だけではなく、
図や表を使って受講者が直感的に理解できるよう
説明されているかが重要です。

説明が文章だけではなく、
図や表を使って受講者が直感的に理解できるよう
説明されているかが重要です。

本質を理解する図表テキストであるか。

試験範囲をすべて覚えるのは、時間とそれだけの労力がかかります。合格するには合格ラインさえクリアすれば良いのです。試験範囲をすべて覚えるのは、時間とそれだけの労力がかかります。合格するには合格ラインさえクリアすれば良いのです。

学習範囲が絞れているか。

重要事項がフルカラーで、色分けのされた一目で分かるものであれば、学習内容を深く記憶することができます。重要事項がフルカラーで、色分けのされた一目で分かるものであれば、学習内容を深く記憶することができます。

記憶力に効果のあるフルカラーテキストであるか。

白黒の
テキストより
フルカラー！

イメージ

テキストはインプットすることが多く、
学習をする中で最も苦労する部分です。
ただ、基礎を完璧にしていくことで
合格に近づきますので、慎重に選んでください。

テキストを選ぶ、3 つのポイント！
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問題集編

出題の正誤に一喜一憂するのではなく、
選択肢の正誤を判断できるわかりやすい
解説であるかがポイントです。

出題の正誤に一喜一憂するのではなく、
選択肢の正誤を判断できるわかりやすい
解説であるかがポイントです。

正確に問題を解くための力が習得できるか。

簡単な問題は素早く、時間をかけるべき問題に時間をかけることが資格試験のセオリーです。
問題ごとに解答時間の目安が記載されているものがベストです。
簡単な問題は素早く、時間をかけるべき問題に時間をかけることが資格試験のセオリーです。
問題ごとに解答時間の目安が記載されているものがベストです。

試験時間を意識するようにつくられているか。

テキストのどのページを振り返ればよいのか、すぐに見てわかることが大切です。テキストのどのページを振り返ればよいのか、すぐに見てわかることが大切です。

復習しやすいものであるか。

資格試験に合格するためには、
一定の時間内に、一定数の問題に
正解しなければなりません。

宅建業法｜1 宅建業法入門
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1
月　　日

2
月　　日

3
月　　日

4
月　　日

5
月　　日

Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒難易度 時間の目安 出題

1
月　　日

2
月　　日

3
月　　日

4
月　　日

5
月　　日

Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒難易度 時間の目安 出題

正解

1-1　専門用語の意味

Q 1-1 A H19-32

宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。

 1分00秒 A 1-1

A1-1 2 A1-2 4

１　Ａが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼
して、不特定多数の者に分譲する場合、Ａは免許を受ける必要はない。

２　Ｂが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約を
Ｃに、当該マンションの管理業務をＤに委託する場合、Ｃは免許を受ける必要があるが、
ＢとＤは免許を受ける必要はない。

３　破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継
続して行い、その媒介をＥに依頼する場合、Ｅは免許を受ける必要はない。

４　不特定多数の者に対し、建設業者Ｆが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該建
物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Ｆは免許を受ける必
要はない。

１　Ａが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅建業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者
に分譲する場合、自ら売主であることに変わりないので、Ａは宅建業の免許が必要です（宅建業法第2
条第2号、第3条第1項）。 テキスト P18

２　Ｂは自ら貸借を行い、Ｄは管理を行うのでいずれも取引に該当せず、ＢとＤは免許が不要です。Ｃは貸
借の媒介を業として行うので、免許を受ける必要があります（同法第2条第2号）。 テキスト P17

３　破産管財人から宅地や建物の売却の媒介を依頼されたＥは、宅地または建物の売買の媒介を業として行
うことになり、宅建業法上の取引に該当するので、免許を受ける必要があります（同法第2条第2号）。
 テキスト P17

 
４　不特定多数の者に対し、建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする行為は、宅建

業法上の取引に該当するので、免許を受ける必要があります（同法第2条第2号）。 テキスト P18

宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。

１　農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代
理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要とし
ない。

２　他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復
継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免
許を必要としない。

３　破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続
して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。

４　信託業法第３条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取
得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。

１　農業協同組合は、国や地方公共団体等には該当しませんので、農地の所有者から農地を転用した宅地の
売却の代理を依頼された場合、これを業として営む場合であれば、免許が必要です（宅建業法第２条第
２号、第３条第１項）。 テキスト P18

２　自ら行う貸借は宅建業の取引に該当しません。よって、他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建
物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合も、自ら所有する建物を貸借する場合
も、免許は必要ありません（同法第２条第２号）。 テキスト P17

３　破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地または建物の売却を反復継続して行う場
合、その媒介を業として営む者は、宅建業の取引に該当し免許が必要です（同法第２条第２号）。

 テキスト P18

４　信託業法第３条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要は
ありませんが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要です（同法第77条）。 テキスト P20

Q 1-2 B H22-26 1分30秒 A 1-2

解答時間の
目安などが
記載！

イメージ

問題集を選ぶ、3 つのポイント！
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講義編

テキストを読むだけの学習は、わからない箇所は一つ一つ自分で調べなければなりません。
しかし、良質な講義があれば、時間と労力を削減できるだけでなく、学習効果も高まります。

音質、講師の目線、カメラの位置、板書。
受講者を意識した講義であるかどうかが非常に重要です。
音質、講師の目線、カメラの位置、板書。
受講者を意識した講義であるかどうかが非常に重要です。

動画のクオリティーが高いかどうか。

良い講義を選ぶ、3 つのポイント！

試験の合格に向けての重要なポイントが解説されているか。
テキストと連動していて、わからない箇所をすぐに見返せるかも大切です。
試験の合格に向けての重要なポイントが解説されているか。
テキストと連動していて、わからない箇所をすぐに見返せるかも大切です。

説明が分かりやすく理解できるものか。

区切りが明確で、
細かく講義を視聴できるかも
考慮すべきポイントです。

区切りが明確で、
細かく講義を視聴できるかも
考慮すべきポイントです。

スキマ時間で視聴できるか。

今日は
これを

視聴しよう！

受講者を
意識した

カメラ目線！

イメージ
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フォーサイトの通信講座では、
良質な教材にこだわった資格の通信講座で、
資格試験における高い合格率を挙げています。

◆お問い合わせ先
メール ：corpsales@foresight-inc.co.jp
URL ：https://www.foresight.jp/biz/

サンプル教材も
提供させていただいております。
お気軽にお問い合わせください。




